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5実証事業実施関係

実証期間:2021年9月13日～2022年1月31日
実施時間:10時00分～20時00分
相談件数:197件
相談から契約に繋がった件数:約20件 相談件数対比約10％

イオンモバイル船橋店取組事項
・人員配置（イオンモバイルスタッフが兼任一部応援者の方が対応）
・店内及び、従業員食堂等にPOPの掲示
・店内放送の実施
・食品売場レジで案内券の発券※

※食品売場発券案内券イメージ

実証事業の実施における取組内容
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・料金サービスのみの診断であり、端末料金の相談ができないことから
SIMのみの相談窓口となり、トータルでの相談ができない そのために
「スマホ相談窓口」ではなく「SIMカード相談窓口」となってしまう

・アンケート通り診断をしても、内容がお客さまの希望ニーズと合わずに
キャリア端末で細かい内容を確認し、見積もりを出し直す機会が多い

・自宅から簡単に診断ができるシステムにしたら、より相談者が増える

・相談コーナーのみの設置だけでは、相談客数が少ない
客数を上げる取組（Webプロモーションやポスター、催事等）が必要

・既に、各キャリアで料金相談会を実施しており、「総務省」という看板が
ないと公平性に欠ける

実証事業実施関係

課題・改善点
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1.携帯電話売場の相談業務併設型
売場内に相談カウンターの設置や告知物等の掲示を行う
相談業務から希望者に契約いただくことで、店舗の契約数増となる
売場での展開及び既存スタッフが相談業務を行うことで、経費増を防ぐ

2.携帯電話売場外の相談業務展開型
売場外で特設コーナーの設置を行い、相談業務を実施し
契約希望者に対して、近隣店舗の携帯電話店を紹介する
紹介を受けた携帯電話店は成約に繋がった場合に紹介料を支払う

3.インターネットの相談業務店舗誘導型
インターネットで相談業務を行い、取扱い店舗を案内する

共通事項:公平性を保つため認定制度やツールの基準を定める

相談事業を行う場合の想定されるビジネスモデル

実証事業実施関係


